
計数整理表 

議第１１２号 

頁          事   項 
上段：整理後の数値等

下段：整理前の数値等
 

１ 議第１１２号  令和７年度各務原市一般会計補正予算 
（第８号）

（第７号）
 ……２頁 

２ 

令和７年度各務原市一般会計補正予算 
（第８号）

（第７号）
 

 

令和７年度各務原市の一般会計補正予算 
（第８号）

（第７号）
 は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 126,642 千円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ 
64,286,793

63,974,293
 千円とする。 

３ 

第１表 歳入歳出予算補正 

   歳    入                                                    (単位：千円) 

款 項 補正前予算額   補正後予算額 

         

         

歳  入  合  計 
64,413,435

64,100,935
     

64,286,793

63,974,293
 

 

歳    出                           (単位：千円) 

款 項 補正前予算額   補正後予算額 

1  議会費    361,534

358,696
     

357,109

354,271
 

   1 議会費 
361,534

358,696
     

357,109

354,271
 

2 総務費     
7,251,596

7,184,971
     

7,221,144

7,154,519
 

   1 総務管理費 
5,792,560

5,751,867
     

5,762,796

5,722,103
 

   2 徴税費 
767,619

753,807
     

768,958

755,146
 

  

  
 3  戸籍住民基本台帳費 

397,978

388,764
 

  

  
 
 

 

398,967

389,753
 

 

   4 選挙費 
132,789

131,975
 

 

    
126,295

125,481
 

   5 統計調査費 
122,809

121,129
 

 

    
125,929

124,249
 



   6 監査委員費 
37,841

37,429
     

38,199

37,787
 

3 民生費     
20,527,638

20,458,968
 

 

    
20,506,575

20,437,905
 

   1 社会福祉費 
7,470,280

7,457,701
     

7,431,577

7,418,998
 

  2 高齢福祉費 
698,097

690,508
    739,140

731,551
 

  3 児童福祉費 
10,553,296

10,508,873
    10,530,812

10,486,389
 

  4 生活保護費 
1,757,477

1,754,371
    1,756,319

1,753,213
 

  5 国民年金費 
40,108

39,135
    40,347

39,374
 

4 衛生費     
6,115,528

6,098,037
    6,113,782

6,096,291
 

  1 保健衛生費 
1,584,941

1,576,837
    1,584,262

1,576,158
 

  2 環境費 
4,530,587

4,521,200
 

 

   4,529,520

4,520,133
 

5 労働費     
66,422

65,288
    67,038

65,904
 

  1 労働諸費 
66,422

65,288
    67,038

65,904
 

6 農林水産業費    471,891

467,348
    479,096

474,553
 

 
  1 農業費 

127,857

125,668
    131,071

128,882
 

  

４ 

(単位：千円) 

款 項 補正前予算額     補正後予算額 

   2 畜産業費 
34,266

33,292
     

38,168

37,194
 

   3 農地費 
253,339

252,934
     

253,096

252,691
 

   4 林業費 
56,429

55,454
     

56,761

55,786
 

7 商工費     
947,021

938,417
     

974,299

965,695
 

   1 商工費 
947,021

938,417
     

974,299

965,695
 



8 土木費     
4,921,770

4,901,039
     

4,851,723

4,830,992
 

   1 土木管理費 
329,055

322,844
     

309,870

303,659
 

   2 道路橋梁費 
1,886,909

1,884,804
     

1,870,470

1,868,365
 

   3 河川費 
99,697

99,216
     

98,598

98,117
 

   4 都市計画費 
2,365,703

2,357,683
     

2,328,458

2,320,438
 

   5 住宅費 
240,406

236,492
     

244,327

240,413
 

9 消防費     
2,190,324

2,144,273
     

2,153,509

2,107,458
 

   1 消防費 
2,190,324

2,144,273
     

2,153,509

2,107,458
 

10 教育費     
10,722,434

10,655,828
     

10,720,429

10,653,823
 

   1 教育総務費 
1,403,799

1,382,957
     

1,398,714

1,377,872
 

   2 小学校費 
1,581,855

1,574,465
     

1,579,483

1,572,093
 

   3 中学校費 
835,938

832,953
     

834,341

831,356
 

   6 社会教育費 
1,252,844

1,227,943
     

1,259,200

1,234,299
 

   7 保健体育費 
3,681,746

3,673,695
     

3,682,439

3,674,388
 

13 諸支出金     
6,607,752

6,598,545
     

6,612,564

6,603,357
 

   2 繰出金 
6,503,574

6,494,367
     

6,508,386

6,499,179
 

歳  出  合  計 
64,413,435

64,100,935
     

64,286,793

63,974,293
 

  

 



議第１１３号 

頁          事   項 
上段：整理後の数値等

下段：整理前の数値等
 

１ 議第１１３号  令和７年度各務原市国民健康保険事業特別会計補正予算 
（第４号）

（第３号）
 …２９頁 

29 

令和７年度各務原市国民健康保険事業特別会計補正予算 （第４号）

（第３号）
 

 

令和７年度各務原市の国民健康保険事業特別会計補正予算 
（第４号）

（第３号）
 は、次に定めるとこ

ろによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 99,000 千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ 
13,268,166

13,266,405
 千円とする。 

30 

第１表 歳入歳出予算補正 

  歳    入                            (単位：千円) 

款 項 補正前予算額   補正後予算額 

4  県支出金   
9,133,676

9,133,459
   

9,232,676

9,232,459
 

  1 県補助金 
9,133,676

9,133,459
   

9,232,676

9,232,459
 

歳  入  合  計 
13,169,166

13,167,405
     

13,268,166

13,266,405
 

  歳    出                            (単位：千円) 

款 項 補正前予算額     補正後予算額 

         

         

歳  出  合  計 
13,169,166

13,167,405
     

13,268,166

13,266,405
 

   

 



議第１１４号 

頁          事   項 
上段：整理後の数値等

下段：整理前の数値等
 

１ 議第１１４号  令和 7 年度各務原市介護保険事業特別会計補正予算 
（第３号）

（第２号）
 ……３３頁 

33 

令和７年度各務原市介護保険事業特別会計補正予算 
（第３号）

（第２号）
 

 

令和７年度各務原市の介護保険事業特別会計補正予算 
（第３号）

（第２号）
 は、次に定めるところ

による。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 22,423 千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ 
13,871,450

13,867,361
 千円とする。 

34 

第１表 歳入歳出予算補正 

  歳    入                            (単位：千円) 

款 項 補正前予算額   補正後予算額 

4  国庫支出金   
2,916,525

2,916,142
   

2,927,085

2,926,702
 

  2 国庫補助金 
577,843

577,460
   

588,403

588,020
 

      

      

9  繰入金   
2,162,969

2,159,576
    

2,173,529

2,170,136
 

  1  一般会計繰入金 
1,962,677

1,959,576
    

1,973,237

1,970,136
 

歳  入  合  計 
13,849,027

13,844,938
     

13,871,450

13,867,361
 

 

  歳    出                            (単位：千円) 

款 項 補正前予算額     補正後予算額 

1 総務費   
352,109

349,211
    

374,532

371,634
 

  1 総務管理費 
352,109

349,211
    

374,532

371,634
 

歳  出  合  計 
13,849,027

13,844,938
     

13,871,450

13,867,361
 

   

 



議第１１５号 

頁          事   項 
上段：整理後の数値等

下段：整理前の数値等
 

１ 議第１１５号  令和７年度各務原市水道事業会計補正予算 
（第３号）

（第２号）
 ……３９頁 

39 

令和７年度各務原市水道事業会計補正予算
（第３号）

（第２号）
 

（総則） 

第１条 令和７年度各務原市水道事業会計の補正予算
（第３号）

（第２号）
 は、次に定めるところに

よる。 

（業務の予定量の補正） 

第２条 令和７年度各務原市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた

業務の予定量を次のとおり補正する。 

 （既決予定量） （補正予定量） （計） 

（４）主要な建設改良事業    

改良事業費 
1,634,489

1,633,023
千円 326 千円 

1,634,815

1,633,349
千円 

（収益的支出の補正） 

第３条 予算第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 

（科  目） （既決予定額） （補正予定額） （計） 

支         出 

第２款 水道事業費用 
2,901,453

2,891,980
千円 △21,712 千円 

2,879,741

2,870,268
千円 

第１項 営業費用 
2,781,672

2,772,199
千円 △21,712 千円 

2,759,960

2,750,487
千円 

（資本的支出の補正） 

第４条 予算第４条本文括弧書を次のとおり改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正

する。 

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 
971,189

969,723
 千円は、当年度分消費税及び

地方消費税資本的収支調整額 97,631 千円、過年度分損益勘定留保資金 785,145 千円及

び当年度分損益勘定留保資金 
88,413

86,947
 千円で補てんするものとする。） 

 

（科  目） （既決予定額） （補正予定額） （計） 

支         出 

第４款 資本的支出 
1,752,261

1,750,795
千円 326 千円 

1,752,587

1,751,121
千円 

第１項 建設改良費 
1,647,044

1,645,578
千円 326 千円 

1,647,370

1,645,904
千円 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正) 

第５条 予算第８条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費を次の



とおり補正する。 

 （既決予定額） （補正予定額） （計） 

  

40 

 

（１）職員給与費 
355,470

344,531
千円 △21,386 千円 

334,084

323,145
千円 

   

 

 



議第１１６号 

頁          事   項 
上段：整理後の数値等

下段：整理前の数値等
 

1 議第１１６号 令和７年度各務原市下水道事業会計補正予算 
（第２号）

（第１号）
 ……４３頁 

43 

令和７年度各務原市下水道事業会計補正予算
（第２号）

（第１号）
 

 

（総則） 

第１条 令和７年度各務原市下水道事業会計の補正予算
（第２号）

（第１号）
 は、次に定めるところ

による。 

（収益的収入及び支出の補正） 

第２条 令和７年度各務原市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定め

た収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

（科  目） （既決予定額） （補正予定額） （計） 

      収        入 

第１１款 下水道事業収益 
3,093,128

3,088,932
千円 △5,748 千円 

3,087,380

3,083,184
千円 

第２項 営業外収益 
1,312,006

1,307,810
千円 △5,748 千円 

1,306,258

1,302,062
千円 

      支        出 

第２１款 下水道事業費用 
3,137,719

3,133,523
千円 △5,748 千円 

3,131,971

3,127,775
千円 

第１項 営業費用 
2,784,052

2,779,856
千円 △5,748 千円 

2,778,304

2,774,108
千円 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正) 

第３条 予算第９条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費を次の

とおり補正する。 

 （既決予定額） （補正予定額） （計） 

（１）職員給与費 
154,824

150,628
千円 △5,748 千円 

149,076

144,880
千円 

   

 



議第１３６号 

頁          事   項 
上段：整理後の数値等

下段：整理前の数値等
 

１ 議第１３６号  令和７年度各務原市一般会計補正予算 
（第７号）

（第８号）
 ……２頁 

２ 

令和７年度各務原市一般会計補正予算 
（第７号）

（第８号）
 

 

令和７年度各務原市の一般会計補正予算 
（第７号）

（第８号）
 は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 312,500 千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ 
64,413,435

64,286,793
 千円とする。 

３ 

第１表 歳入歳出予算補正 

   歳    入                            (単位：千円) 

款 項 補正前予算額   補正後予算額 

      

      

歳  入  合  計 
64,100,935

63,974,293
     

64,413,435

64,286,793
 

 

歳    出                           (単位：千円) 

款 項 補正前予算額   補正後予算額 

1  議会費    358,696

354,271
     

361,534

357,109
 

   1 議会費 
358,696

354,271
     

361,534

357,109
 

2 総務費     
7,184,971

7,154,519
     

7,251,596

7,221,144
 

   1 総務管理費 
5,751,867

5,722,103
     

5,792,560

5,762,796
 

   2 徴税費 
753,807

755,146
     

767,619

768,958
 

  

  
 3  戸籍住民基本台帳費 

388,764

389,753
 

  

  
 
 

 

397,978

398,967
 

 

   4 選挙費 
131,975

125,481
     

132,789

126,295
 

   5 統計調査費 
121,129

124,249
 

 

    
122,809

125,929
 



   6 監査委員費 
37,429

37,787
     

37,841

38,199
 

3 民生費     
20,458,968

20,437,905
 

 

    
20,527,638

20,506,575
 

   1 社会福祉費 
7,457,701

7,418,998
     

7,470,280

7,431,577
 

  2 高齢福祉費 
690,508

731,551
    698,097

739,140
 

  3 児童福祉費 
10,508,873

10,486,389
    10,553,296

10,530,812
 

  4 生活保護費 
1,754,371

1,753,213
    1,757,477

1,756,319
 

  5 国民年金費 
39,135

39,374
    40,108

40,347
 

4 衛生費     
6,098,037

6,096,291
    6,115,528

6,113,782
 

  1 保健衛生費 
1,576,837

1,576,158
    1,584,941

1,584,262
 

 

  2 環境費 
4,521,200

4,520,133
    4,530,587

4,529,520
 

5 労働費     
65,288

65,904
    66,422

67,038
 

  1 労働諸費 
65,288

65,904
    66,422

67,038
 

6 農林水産業費    467,348

474,553
    471,891

479,096
 

 
  1 農業費 

125,668

128,882
    127,857

131,071
 

 
   

４ 

(単位：千円) 

款 項 補正前予算額     補正後予算額 

   2 畜産業費 
33,292

37,194
     

34,266

38,168
 

   3 農地費 
252,934

252,691
     

253,339

253,096
 

   4 林業費 
55,454

55,786
     

56,429

56,761
 

7 商工費     
938,417

965,695
     

947,021

974,299
 

   1 商工費 
938,417

965,695
     

947,021

974,299
 



8 土木費     
4,901,039

4,830,992
     

4,921,770

4,851,723
 

   1 土木管理費 
322,844

303,659
     

329,055

309,870
 

   2 道路橋梁費 
1,884,804

1,868,365
     

1,886,909

1,870,470
 

   3 河川費 
99,216

98,117
     

99,697

98,598
 

   4 都市計画費 
2,357,683

2,320,438
     

2,365,703

2,328,458
 

   5 住宅費 
236,492

240,413
     

240,406

244,327
 

9 消防費     
2,144,273

2,107,458
     

2,190,324

2,153,509
 

   1 消防費 
2,144,273

2,107,458
     

2,190,324

2,153,509
 

10 教育費     
10,655,828

10,653,823
     

10,722,434

10,720,429
 

   1 教育総務費 
1,382,957

1,377,872
     

1,403,799

1,398,714
 

   2 小学校費 
1,574,465

1,572,093
     

1,581,855

1,579,483
 

   3 中学校費 
832,953

831,356
     

835,938

834,341
 

         

         

   6 社会教育費 
1,227,943

1,234,299
     

1,252,844

1,259,200
 

   7 保健体育費 
3,673,695

3,674,388
     

3,681,746

3,682,439
 

13 諸支出金     
6,598,545

6,603,357
     

6,607,752

6,612,564
 

   2 繰出金 
6,494,367

6,499,179
     

6,503,574

6,508,386
 

歳  出  合  計 
64,100,935

63,974,293
     

64,413,435

64,286,793
 

 

 



議第１３７号 

頁          事   項 
上段：整理後の数値等

下段：整理前の数値等
 

１ 議第１３７号  令和 7年度各務原市国民健康保険事業特別会計補正予算 
（第３号）

（第４号）
 ……２５頁 
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令和７年度各務原市国民健康保険事業特別会計補正予算 
（第３号）

（第４号）
 

 

令和７年度各務原市の国民健康保険事業特別会計補正予算 
（第３号）

（第４号）
 は、次に定めると

ころによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,761 千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ 
13,169,166

13,268,166
 千円とする。 

26 

第１表 歳入歳出予算補正 

 歳    入                             (単位：千円) 

款 項 補正前予算額   補正後予算額 

4  県支出金   
9,133,459

9,232,459
   

9,133,676

9,232,676
 

  1 県補助金 
9,133,459

9,232,459
   

9,133,676

9,232,676
 

      

      

歳  入  合  計 
13,167,405

13,266,405
     

13,169,166

13,268,166
 

歳    出                             (単位：千円) 

款 項 補正前予算額     補正後予算額 

         

         

歳  出  合  計 
13,167,405

13,266,405
     

13,169,166

13,268,166
 

   

 



 

 

議第１３８号 

頁          事   項 
上段：整理後の数値等

下段：整理前の数値等
 

１ 議第１３８号  令和 7 年度各務原市介護保険事業特別会計補正予算 
（第２号）

（第３号）
 ……３１頁 
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令和７年度各務原市介護保険事業特別会計補正予算 
（第２号）

（第３号）
 

 

令和７年度各務原市の介護保険事業特別会計補正予算
（第２号）

（第３号）
 は、次に定めるところ

による。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 4,089 千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ 
13,849,027

13,871,450
 千円とする。 
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第１表 歳入歳出予算補正 

   歳    入                             (単位：千円) 

款 項 補正前予算額   補正後予算額 

4  国庫支出金   
2,916,142

2,926,702
   

2,916,525

2,927,085
 

  2 国庫補助金 
577,460

588,020
   

577,843

588,403
 

      

      

9  繰入金   
2,159,576

2,170,136
    

2,162,969

2,173,529
 

  1  一般会計繰入金 
1,959,576

1,970,136
    

1,962,677

1,973,237
 

       

       

歳  入  合  計 
13,844,938

13,867,361
     

13,849,027

13,871,450
 

歳    出                            (単位：千円) 

款 項 補正前予算額     補正後予算額 

1 総務費   
349,211

371,634
    

352,109

374,532
 

  1 総務管理費 
349,211

371,634
    

352,109

374,532
 

         

         



 

 

歳  出  合  計 
13,844,938

13,867,361
     

13,849,027

13,871,450
 

    

 



議第１４０号 

頁          事   項 
上段：整理後の数値等

下段：整理前の数値等
 

１ 議第１４０号  令和７年度各務原市水道事業会計補正予算 
（第２号）

（第３号）
 ……４３頁 

43 

令和７年度各務原市水道事業会計補正予算
（第２号）

（第３号）
 

（総則） 

第１条 令和７年度各務原市水道事業会計の補正予算
（第２号）

（第３号）
は、次に定めるところに

よる。 

（業務の予定量の補正） 

第２条 令和７年度各務原市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた

業務の予定量を次のとおり補正する。 

 （既決予定量） （補正予定量） （計） 

（４）主要な建設改良事業    

改良事業費 
1,633,023

1,633,349
千円 1,466 千円 

1,634,489

1,634,815
千円 

（収益的支出の補正） 

第３条 予算第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 

（科  目） （既決予定額） （補正予定額） （計） 

支         出 

第２款 水道事業費用 
2,891,980

2,870,268
千円 9,473 千円 

2,901,453

2,879,741
千円 

第１項 営業費用 
2,772,199

2,750,487
千円 9,473 千円 

2,781,672

2,759,960
千円 

（資本的支出の補正） 

第４条 予算第４条本文括弧書を次のとおり改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正

する。 

 （資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 
970,863

971,189
 千円は、当年度分消費税及び

地方消費税資本的収支調整額 97,631 千円、過年度分損益勘定留保資金 785,145 千円及

び当年度分損益勘定留保資金 
88,087

88,413
 千円で補てんするものとする。） 

 

（科  目） （既決予定額） （補正予定額） （計） 

支         出 

第４款 資本的支出 
1,750,795

1,751,121
千円 1,466 千円 

1,752,261

1,752,587
千円 

第１項 建設改良費 
1,645,578

1,645,904
千円 1,466 千円 

1,647,044

1,647,370
千円 

 

 



（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正) 

第５条 予算第８条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費を次の

とおり補正する。 

 （既決予定額） （補正予定額） （計） 
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（１）職員給与費 
344,531

323,145
千円 10,939 千円 

355,470

334,084
千円 

   

 



議第１４１号 

頁          事   項 
上段：整理後の数値等

下段：整理前の数値等
 

1 議第１４１号  令和７年度各務原市下水道事業会計補正予算 
（第１号）

（第２号）
 ……４７頁 

47 

令和７年度各務原市下水道事業会計補正予算
（第１号）

（第２号）
 

 

（総則） 

第１条 令和７年度各務原市下水道事業会計の補正予算
（第１号）

（第２号）
は、次に定めるところに

よる。 

（収益的収入及び支出の補正） 

第２条 令和７年度各務原市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定め

た収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

（科  目） （既決予定額） （補正予定額） （計） 

      収        入 

第１１款 下水道事業収益 
3,088,932

3,083,184
千円 4,196 千円 

3,093,128

3,087,380
千円 

第２項 営業外収益 
1,307,810

1,302,062
千円 4,196 千円 

1,312,006

1,306,258
千円 

      支        出 

第２１款 下水道事業費用 
3,133,523

3,127,775
千円 4,196 千円 

3,137,719

3,131,971
千円 

第１項 営業費用 
2,779,856

2,774,108
千円 4,196 千円 

2,784,052

2,778,304
千円 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正) 

第３条 予算第９条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費を次の

とおり補正する。 

 （既決予定額） （補正予定額） （計） 

（１）職員給与費 
150,628

144,880
千円 4,196 千円 

154,824

149,076
千円 

  

 

 


